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FIT制度の買取期間満了後の
サービス概要について

2019年6月２７日

北海道電力株式会社



2買取期間が満了するお客さま向けのサービス

①買取プラン

②当社と電気のご契約をいただいているお客さまへの「エネモプレミアムプラン」

③蓄電池・エコキュートの活用についてのご紹介

サービスの適用は、①単独、①＋②、①＋②＋③、①＋③での組み合わせが可能です。

FITによる買取期間満了後も、引き続き、余剰電力の買取を希望されるお客さまは、
当社が定めた単価で買取いたします。当社以外の電力会社から電気を購入されている
お客さまもご加入いただけます。

上記の買取に加え、当社の電気をご利用いただいているお客さま（※）向けに買取
電力量１kWhあたり１エネモポイントを進呈するサービスも実施いたします（お申
し込み方法等はあらためてお知らせします）。
※当社会員制Ｗｅｂサービス「ほくでんエネモール」のポイント会員で、本サービスへお申し込みを
いただいたお客さまが対象となります。

自家消費拡大のため、蓄電池やエコキュートの設置を検討されているお客さまは、
機器のご購入・設置工事のほか、活用方法などについて、当社グループ会社
（ほくでんサービス㈱）にご相談ください。



3①買取プラン

買取価格 ８．００円/kWh

契約期間
買取期間満了の翌日から翌4月の検針日の前日まで

（以降、1年毎の自動更新）

対象エリア 北海道

【ご契約条件】

※買取価格には消費税等相当額を含みます。なお、消費税等相当額は１０％にて計算しております。
※買取価格は変更する場合がございます。この場合、あらかじめ当社ホームページ等でお知らせいたします。
※離島（礼文島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島）は本プランの適用対象外となります。離島におけ
る買取価格等については、決まり次第、対象となるお客さまに対して、別途個別にお知らせいたします。

※その他のご契約条件や連系条件については、「太陽光発電設備設置にともなう系統連系および電力購入に
関する契約要綱」および「発電設備等の系統連系に関する契約要綱〔低圧〕」等によります。

○当社へ売電いただいた太陽光の余剰電力量に応じて、毎月料金をお支払いいた

します。

○詳細な内容については、買取期間満了の4ヵ月前を目途に、郵送により個別に

お知らせいたします。
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（例）買取電力量300kWhの場合

買取料金2,400円
（８円/kWh×300kWh）

＋

エネモポイント300ポイント

（1ポイント/kWh×300kWh）

②当社と電気のご契約をいただいているお客さまへの「エネモプレミアムプラン」

買取電力量

買取料金

貯まったエネモポイントは
道産品を含む100種類以上の商品との交換、
道内企業を中心とした企業へのポイント移行や
地域団体への寄付金などに利用いただけます。

1ポイント/kWh

８円/kWh

エネモール
ポイント会員
のお客さま

○買取プランに加え、当社の電気をご利用で、かつ、エネモプレミアムプランにお申込み
いただいたお客さまには、買取電力量１kWhあたり１ポイント（1円相当）のエネモ
ポイント（※）を進呈いたします。

○お申込方法や具体的なサービス内容については、別途お知らせいたします。
（9月を予定）
※当社会員制Ｗｅｂサービス「ほくでんエネモール」のポイント会員のお客さまを対象とした
ポイントサービス。
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エコキュート

③蓄電池やエコキュートの活用についてのご紹介

蓄電池

※太陽光で発電した電力を蓄電池への充電や、エコキュートなどでご使用いただいたうえで、なお余剰
電力が発生する場合は、買取プランの買取単価で買取いたします。

自家消費拡大のため、蓄電池やエコキュートの設置を検討されているお客さまは、

機器のご購入・設置工事のほか、活用方法などについて、当社グループ会社

（ほくでんサービス㈱）にご相談ください。

。
【蓄電池】
太陽光で発電した電気を蓄電池に貯めておき、
必要な時にお使いいただくことが可能です。

【エコキュート】
近年では太陽光発電システムと連動した沸き
上げ機能を備えたエコキュートが各メーカー
より発売されております。

お問合せ先：ほくでんサービス㈱
ほくでんリビング相談センター

電話:0120-155-680
営業時間: 月曜日～金曜日9:00～17:00

(休業日／土曜日・日曜日・祝日・12月29日～1月3日)



6買取期間満了に関するお問い合わせ窓口

【お問い合わせ窓口】
北海道電力株式会社 経営企画室 需給計画グループ

電 話：011-251-4175
受付時間：平日9：00～17：00（土日祝日、年末年始除く）

ご不明な点等ございましたら、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。


